
地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令等の一部を

改正する政令案（仮称）（概要） 
 

令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日  

総務省自治行政局福利課 

１．概要 

公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律

（平成 28 年法律第 114 号。以下「持続可能性向上法」という。）の一部の施行に伴

い、地方公務員共済組合制度において所要の改正を行うとともに、令和３年度におけ

る厚生年金の再評価率の改定を踏まえ、地方公務員共済組合制度における旧地方公務

員等共済組合法の規定に基づく給料年額改定率等について同様の改定を行う。 

２．改正の内容 

（１） 持続可能性向上法の一部の施行により、令和３年４月１日から厚生年金制度の年

金額の改定ルールにおいて、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする

観点から、賃金変動が物価変動を下回る場合には賃金変動に合わせて改定する考え

方を徹底する措置が講じられることに伴い、地方公務員共済組合制度においても、

控除調整下限額（※１）の改定ルール等について、当該措置を踏まえた改正を行う。 

※１．昭和 37 年 12 月前の恩給期間を有する者に係る退職共済年金について、恩給期間は保険料

を負担していなかったことを踏まえ、負担に見合った水準に年金を減額する際に、年金の額が

控除調整下限額以下である場合は減額を行わないものとして定められている額。 

（２） 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和 60 年法律第 108 号。以

下「昭和 60 年改正法」という。）による改正前の地方公務員等共済組合法による

年金に係る給料年額改定率（※２）について、令和３年度における厚生年金の再評

価率の改定を踏まえた改定を行う。 

※２．退職年金など昭和 60 年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法による年金（既裁定

年金）の額を算定する際に用いる改定率。退職年金の算定基礎となる給料年額について、昭和

60 年度水準から現在水準にスライドさせるための率である。 

（３） 地方議会議員年金制度については、平成 23 年６月１日をもって制度が廃止され

たが、経過措置として制度廃止前に年金の給付事由が生じた者に対しては引き続き

年金の給付を行うこととされたところ。 

この経過措置として給付を行う地方議会議員の年金額について、令和３年度にお

ける厚生年金の再評価率の改定を踏まえた改定を行う。 

３．根拠法令 

・ 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 56 号）附則第

21条等 

４．スケジュール 

  公布日：令和３年３月下旬（予定） 

施行日：令和３年４月１日（予定） 
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